
北 1条通

ご利用ください。

■自転車に係わる主なルール

大

自転車は、道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

（道路交通法第１８条第１項）　　　　

 車道は左側を通行
2

 自転車は、車道が原則、歩道は例外
1

 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を

妨げることになるときは、一時停止しなければなりません。

（道路交通法第６３条第４項）
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 安全ルールを守る  子どもはヘルメットを着用4
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

●夜間はライトを点灯

●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

●携帯電話の使用禁止

●イヤホン等の使用禁止

●傘さし運転などの禁止
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例外的に歩道を通行できる場合

●道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき

●自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等であるとき

●車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することが

　やむを得ないと認められるとき

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。

従って、歩道等と車道の区別がある道路においては、車道を通行しなければなりません。

（道路交通法第１７条第１項）

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児

に乗車用ヘルメットをかぶらせるように

しましょう。

必ず
左側通行！

歩道は、
歩行者優先！

設置区間

　自転車は道路交通法上、軽車両として扱われ、子どもや高齢の方
などを除いて、車道を走行するのが原則です。また、車道の左側を
走行しなければなりません。
　このルールを自転車利用者と自動車等のドライバーに明確にし、
「歩道における歩行者」と「車道における自転車」の安全性の向上を
目的として、車道の左側に自転車走行指導帯（青色のカラー舗装）
を設置しています。



　自転車は道路交通法上、軽車両として扱われ、車道を走行するのが原則です。また、車道の左側を
走行しなければなりません。子どもや高齢者の方、あるいは車道が危険な場合など、歩道の車道寄りを
「徐行(すぐ止まれる速度)」で通行できますが、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止
してください。

自転車は　　　　が原則です。車道は　　　　が義務です。

自転車走行空間設置区間内は

路上停車車両を
追い越す自転車に注意

バスが停車している場合

バス等の大型車の横を通行する場合

死角

死角

一時停止してバスの発車まで
待機するのが安全

バス等の大型車には窓やミラーでも
見えない「死角」があり、
巻き込まれる可能性があるので注意
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